
                      

 

町民の皆様                                      国  見  町  

 平成２１年１１月１３日 

 

 

 

  全国的にインフルエンザが流行しており、その多くが新型インフルエンザと思われる状況にあります。そ 

の予防策の一つとして、今回新型インフルエンザワクチン接種が行われます。 

   ただし、新型インフルエンザワクチン接種は現段階では、誰でも接種できるわけではありません。 

  新型インフルエンザワクチンは、順次生産されていくため、より必要性の高い方々が早く接種できるよう 

 な工夫が求められます。そこで重症化予防と医療の確保を目的に国が優先的に接種できる方々を決めました。 

まずは、ご自身が優先的に接種できる者『優先接種対象者』に該当するかを確認してください。 

該当される方で接種を希望される方は、下記の手順で接種を進めてください。非該当の方に関しては、国が 

今後、優先接種対象者の接種状況を踏まえて対応していく予定です。今後の最新の情報にもご注意願います。 

 

接種までの流れ 

 

        

 

 

                 

 

 

  ○開始時期については右表を、実施医療機関については裏面をご覧ください。 

 

  

               ○ 接種は原則予約制ですので実施医療機関にお問い合わせください。 

               ○ 接種の際に優先接種対象者であることの確認書類を医療機関に提示する 

必要がありますので、右表を参考にご準備ください。 

○ 町が発行する証明書とは、費用助成に関してです。 

「優先接種対象者の接種費用と費用助成について」をご覧ください。 

                   

  ○ 接種回数については、現在のところ２回(医療従事者を除く)ですが、国が 

検討中で今後変更になる可能性もあります。 

詳しくは、接種を受ける時点でご確認ください。 

 

 

  ワクチン接種は多くの方々に重症化予防というメリットをもたらしますが、接種後、はれたり、発熱の症状が出たり、まれに重篤 

な症状を引き起こす可能性もあります。また、予防接種の効果は個人差（体質・健康状態等）があり、その効果も接種当日からで 

はありません。（約２週間後からと予測されています。）この点をご理解のうえ、個人のご判断により接種を受けていただくようお 

願いします。そのための情報は国をはじめとする行政が随時提供してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

優先接種対象者に該当になるか確認（右表参照） 

※「基礎疾患を有する方」については該当の有無を主治医にご確認ください 

 

非該当 
優先接種対象者の接種状況を踏まえて

国が対応していく予定です。最新の情報

にご注意願います。 

該 当 

１、接種開始時期と 

実施医療機関を確認 

２、接種の予約と 

確認書類の準備 

（一部の方は町が発行する

証明書も必要） 

３、接 種 の 実 施 

ワクチンを接種する方もしない方も、日頃からの感染予防が大切です。 

感染予防：手洗い・うがい、人ごみを避ける、休養と栄養 など 

感染拡大の予防：外出自粛、咳エチケット、マスク着用 など 



優先接種対象者と具体的スケジュールについて   

 

優先接種対象者と県が現段階で示したスケジュールについては下表のとおりです。スケジュールについては状況により

変更の可能性も考えられます。なお、予約開始は目安ですので各医療機関にお問い合わせください。 

なお、基礎疾患を有する１歳～小学校３年生に相当する年齢の方と、基礎疾患を有する小学校４年生～中学校３年生に相当する年齢

の方については、新たに１１月１６日から前倒で接種を開始することになりました。詳細はかかりつけ医等にご確認ください。 

 

  優先接種対象者 優先接種対象者であることの確認書類 予約開始の目安 接種開始 

妊    婦 ・母子健康手帳 11月9日～ 11月16日～ 

基礎疾患を 

有する方 

（＊１参照） 

最優先接種 

の基準に 

該当する方 

・優先接種対象者証明書（かかりつけ医で発行） 

※かかりつけ医で接種する場合は不要 
11月9日～  

11月16日～ 

11月6日～ 

入院患者等から 

前倒で接種開始 

その他 
・優先接種対象者証明書（かかりつけ医で発行） 

※かかりつけ医で接種する場合は不要 
11月16日～ 

12月1日～ 

  （予定） 

幼児（１歳※～就学前） 

※接種時点での年齢 

・母子健康手帳または 

被保険者証など年齢を確認できる書類 
12月1日～ 

12月14日～ 

 （予定） 

小学低学年 

（小学１年生～小学３年生） 

・母子健康手帳または 

被保険者証など年齢を確認できる書類 
12月7日～ 

12月21日～ 

  （予定） 

１歳未満児※の保護者 

※接種時点での年齢 

・母子健康手帳、 

・被保険者証または住民票など１歳未満の小児

と同一世帯を確認できる書類 

12月21日～ 
１月4日～ 

  （予定） 

優先接種対象者のうち身体的理由

で接種できない方の保護者 

・優先接種対象者証明書 

・被保険者証または住民票など対象者と同一世

帯を確認できる書類 

12月21日～ 
１月4日～ 

  （予定） 

小学高学年(小学4年生～小学6年生)

中学生に相当する年齢の方 

・被保険者証 

・学生証または住民票など年齢を確認できる書類 
１月上旬～ 

1月中旬～ 

  （予定） 

高校生に相当する年齢の方 
・被保険者証 

・学生証または住民票など年齢を確認できる書類 
12月21日～ 

１月4日～ 

   (予定） 

健康な高齢者（６５歳以上※の方）

※接種時点での年齢 

・被保険者証 

・運転免許証または住民票など年齢を確認できる書類 
１月上旬～ 

1月中旬～ 

  （予定） 

 ＊１ 「基礎疾患を有する方」については、特に重症化のリスクが高い方々として一定の基準に該当すると医師が判断した方々です。 

 

優先接種対象者の接種費用と費用助成について 

 

接種費用(全国一律)1 回目：3,600 円 2 回目：2,550 円(1 回目と異なる医療機関で接種の場合 3,600 円) 

町では優先接種対象者の接種費用負担の軽減を実施いたします。 

 費用負担軽減対象者 助成額 必要な手続き 

①  

優先接種対象者のうちで 

生活保護世帯及び市町村民

税非課税世帯の方 

全額助成 
証明書を発行します。（医療機関に証明書の提出が

ないと無料になりません。）※手続き詳細は裏面参照 

②  

優先接種対象者のうちで 

①に該当しない方 

（ただし、医療従事者は除く） 

１回目分のみ

1,000 円 

県内の実施医療機関であれば、1 回目の接種が

2,600 円で受けられます。（手続きは必要ありません。） 

① 又は②で県外の医療機関で接種等、実費で接種の場合 実費負担し接種後に償還払いの手続きが必要です。 

※今回の助成対応は優先接種対象者が平成 22 年 3 月 31 日までに接種された場合とします。 



【優先接種対象者の費用負担免除等に関する手続き】 

＜市町村民税非課税世帯の方＞ 

ア、優先接種対象者のうち年齢で確実に対象者と判断できる方で、かつ平成 21 年１月１日時点で国見町にお住まいの非

課税世帯該当者には、接種開始約２週間前目安に町より証明書をお送りいたします。 

イ、アに該当しない（基礎疾患の方や各保護者、平成 21 年 1 月 2 日以降転入者等）非課税世帯の方は、保健福祉課窓口

で証明書交付の申請が必要です。優先接種対象者又はその同世帯家族の方が申請してください。（申告状況により該

当しない場合があります。ご了承願います。） 

申請時必要なもの：印鑑と申請者の身分証明書（被保険者証、運転免許証など） 

          平成21年1月2日以降に国見町に転入された方は、前住所地の世帯全員の非課税証明書が必要です。 

＜県外の医療機関で接種等、実費負担した方＞ 

・ 実費負担で接種後に保健福祉課で償還払いの手続きが必要です。（詳細問合せ先：保健係℡５８５－２７８３） 

持参するもの：医療機関から発行された「予防接種済証」（幼児等の場合は接種日等記載済の母子健康手帳） 

新型インフルエンザワクチン接種の「領収書」（原本） 

本人または保護者名義の金融機関(郵便局以外)の通帳（口座振込用） 

印鑑（認印） 

 新型インフルエンザワクチンQ＆A    【厚生労働省ホームページより抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 季節性インフルエンザワクチンは新型インフルエ

ンザにも効果があるのでしょうか？ 

A それぞれのワクチンはそれぞれのインフルエンザ

にしか効果がないと考えられています。季節性イン

フルエンザの接種を希望する場合（特に高齢者は接

種することが望ましい）は、12 月中旬頃までに接

種をすることが望ましいとされています。 

Q 海外産と国内産は何が異なるのですか？ 

A 海外で製造されたワクチンについては、①現時点で

は国内での使用経験・実績がないこと、②国内で

は使用経験のないアジュバント（免疫補助剤）が

使用されていること、③国内では使用経験のない

細胞培養による製造法が用いられているものがあ

ること（国内産は鶏卵培養による製造のみ）、④筋

肉への注射であること（国内産は皮下への注射）、

⑤小児に対しては用量が異なることなど、国内で

製造されたワクチンとは異なっています。今後、

海外で承認されていることを前提として、様々な

データをもとに、有効性・安全性を確認してから

実際の接種をはじめます。 

Q 優先接種対象でない人は接種できないのですか？

優先接種対象者は新型インフルエンザワクチンを

接種しなくてはいけないのですか？ 

A 優先接種対象者以外の方々についても、希望者が受

けられるようにする必要はあると考えています。

優先接種が終了次第、流行状況、供給量などを踏

まえ対応していきます。また、優先接種対象者の

方々は、必ず接種しなければならないわけではあ

りません。 

Q 新型インフルエンザワクチンは季節性インフルエ

ンザワクチンと同時に接種できますか？ 

A 国内産の新型インフルエンザワクチンと季節性インフ

ルエンザワクチンの同時接種は医師が必要と認めた

場合、実施可能と考えられています。ただし、輸入ワ

クチンとの同時接種については検討の必要があり、

当面差し控えることが望ましいと考えられます。 

Q 他の予防接種を受けたあと、新型インフルエンザワ

クチンを接種することはできますか？ 

A 国内産の新型インフルエンザワクチンについては、

生ワクチンを接種した場合は 27 日以上、不活化ワ

クチンを接種した場合は 6 日以上間隔をあければ

接種できます。 

   生ワクチン：BCG、ポリオ、麻しん風しん混合 など 

   不活化ワクチン：三種混合（DPT）、二種混合（DT）、 

日本脳炎、インフルエンザ、B 型肝炎 など 

Q 妊娠していても新型インフルエンザワクチンを接種

することができますか？影響はないのですか？ 

A 日本で使用されるワクチンは妊婦に対して重篤な副

作用は起こらないと考えられ、一般的に妊娠中の全

ての時期において接種可能とされています。 

  なお、今回の新型インフルエンザワクチンでは保存

剤の添加されていないワクチンがあり、妊娠されて

いる方は希望により選択できますので、かかりつけ

の産科に相談して下さい。 

Q 新型インフルエンザに感染した人でも、新型インフ

ルエンザワクチンの接種が必要ですか？ 

A 一般的に、新型インフルエンザに感染して発症した

方は、免疫を持っていると考えられるため、予防接

種をする必要はないと考えられます。ただし、確実

に新型インフルエンザに感染したと言えるのは、専

門の検査（PCR 検査等）でウイルスの確認が行わ

れた方のみです。 



 新型インフルエンザワクチン実施医療機関 

下記以外で接種を希望される方は、相談窓口にお問い合わせください。 

町名 医療機関名 住所 電話番号 

国見町 

（医）武田胃腸科内科医院 国見町大字藤田字北 12 585-2630 

村上医院 国見町大字藤田字北 11-1 585-2152 

宮川医院 国見町大字藤田字藤田一 11 585-2052 

公立藤田総合病院 国見町大字塚野目字三本木 14 585-2121 

桑折町 

井上内科クリニック 桑折町大字谷地字石塚 15 581-2202 

遠藤内科医院 桑折町字陣屋 1-6 582-6788 

まつもとクリニック 桑折町大字南半田字六角 15-1 582-4800 

伊達市 

（医）かしの木内科クリニック 伊達市岡前 20-6 551-1411 

大山クリニック 伊達市北後 13-1 583-2136 

（医）くまだ小児クリニック 伊達市上台 2-1 583-5656 

（医）桑名医院 伊達市片町 41 583-3024 

北福島医療センター 伊達市箱崎字東 23-1 551-0551 

（医）石川小児科内科クリニック 伊達市保原町字半道 18-1 575-5523 

  大木内内科医院 伊達市保原町字元町 4 575-3343 

（医）尚仁会 上保原内科 伊達市保原町上保原字大木田 8-1 575-3800 

さとうファミリークリニック 伊達市保原町上保原字中島 8-5 574-2811 

（医）すずき医院 伊達市保原町字西町 175 575-2563 

（医）武田小児科 伊達市保原町字栄町 51 575-2439 

（医）厚良会 伊達セントラルクリニック 伊達市保原町字西町 189-1 575-3215 

保原中央クリニック 伊達市保原町字城ノ内 73-1 575-3231 

（医）敬仁会 中野病院 伊達市保原町字城ノ内 20-1 575-2246 

セイントクリニック 伊達市保原町上保原字大地内 39-4 575-3333 

（医）あづま脳神経外科病院附属 ほばらクリニック 伊達市保原町大泉字小作逢 15-1 574-2522 

（医）健雄会 おの整形外科クリニック 伊達市梁川町字西土橋 120 527-1055 

こばやし子ども・内科クリニック 伊達市梁川町字内町 47 577-0663 

（医）阪内医院 伊達市梁川町青葉町 97 577-2222 

（医）梁川クリニック 伊達市梁川町桜町 115 577-7444 

（医）もり医院 伊達市梁川町希望ケ丘 24 577-7780 

伊達市立梁川病院 伊達市梁川町字東土橋 8 577-2155 

（医）神岡クリニック 伊達市霊山町掛田字中町 11-1 586-1318 

（医）掛田中央内科 伊達市霊山町掛田字西裏 49-1 586-1315 

（医）せきね医院 伊達市月舘町月舘字町 36 572-2333 

  ※上記一覧表は11月10日現在のものです。今後、変更の可能性もありますのでご確認ください。 

Ḍ ֥  

●福島県新型インフルエンザ相談窓口（平日8:30～17:30） 

 

 

 

●国見町 相談窓口（平日8:30～17:15） 

 

 

 ●関連ホームページ 

   厚生労働省  http://www.mhlw.go.jp                   新型インフルエンザに関する情報  

   福島県    http://www.pref.fukushima.jp            注目情報 新型インフルエンザ関連情報 

   国見町    http://www.town.kunimi.fukushima.jp/   新型インフルエンザ情報 
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